
名取川水系河川整備計画
〔大臣管理区間〕

～震災を踏まえた河口部計画の基本的な考え方～
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河口部の堤防整備・縦断形検討方針

河川堤防の縦断形検討方針河川堤防の縦断形検討方針

① 下流端は海岸堤防高と整合

② 施設計画上の津波水位、高潮水位を満足

③ 周辺のまちづくりとの関係

④ 上流端は現（計画）堤防高と整合
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河口部計画堤防高のイメージ
河口部計画堤防高

①【洪水】計画高水位＋余裕高

②【高潮】計画高潮水位＋打ち上げ高

（追加）
③【津波】施設計画上の津波水位*＋必要と認められる高さ

必要と認め
られる高さ

施設計画上の
津波水位

計画高潮位 計画高水位

余裕高

【洪水】【高潮】【津波】

打ち上
げ高

河
口
部
の
堤
防

上記の３外力のうち最大堤防高

*河口が位置する地域海岸の設計津波の水位を勘案して設定

【配慮事項】

○隣接する海岸堤防高
○周辺のまちづくり 等
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洪水位（計画高水位）

計画堤防高

堤防高設定範囲

海岸堤防高
まちづくりとの関係等を勘案

河床高

（現計画高潮堤防高）

海
側

上
流
側



新名取川橋

閖上大橋
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海岸堤防との接点
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距離標(km)

今次津波痕跡高（左岸）

今次津波痕跡高（右岸）

現況堤防高（左岸）

現況堤防高（右岸）

現計画堤防高

計画高水位

河床高

仙台東部道

海 河川

河床高

T.P. m

標
高

余裕高1.5m

現行高潮計画区間

名取川河口部（縦断図）

高潮で決まった海岸堤防高 ▽ TP+7.2m

▽ 現計画堤防高旧海岸堤防高 ▽ TP+6.2m
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左岸 約１．６ｋ地点
（上流から下流を望む）

右岸 約１．２ｋ地点
（上流から下流を望む）

今次津波越水範囲

今次津波越水範囲

痕跡高 7.0m
痕跡標高 T.P+9.1m

標高T.P+2.1m

7.0m

津波越水範囲

痕跡高 8.0m
痕跡標高 T.P+9.0m

標高T.P+1.0m

8.0m

津波越水範囲

左岸 約１．６ｋ地点

右岸 約１．２ｋ地点

名取川河口部（平面図）

左岸

右岸

閖
上
水
門

移転対象地区

宅盤嵩上地区
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宮城県沿岸の海岸堤防高

阿武隈川

名取川

鳴瀬川

北上川

旧
北
上
川

【参考】
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河川管理における津波対策の考え方

東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 報告 （中央防災会議H23.9.28.）
中間とりまとめ （H23.6.28.）

河川津波は、洪水、高潮と並んで計画的に防御対策を検討する対象と位置づけるものとする。
河川管理施設の諸元等を定める際にその対象とする津波は、「施設計画上の津波」であり、海岸におけ

る防御と一体となって河川堤防、津波水門等により津波災害を防御するものとする。
「最大クラスの津波」は施設対応を超過する事象として扱い、津波防災まちづくり等と一体となって減災

を目指す事象と考える。

河川への遡上津波対策に関する緊急提言 （H23.8.22）
河川津波対策について （通達 H23.9.2）

今後、二つのレベルの津波を想定
○発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波
・住民等の生命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸に、とりうる手段を尽くした総合的な津波対策を

確立
○発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波
・人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、

海岸保全施設等を整備

津波対策を構築するにあたってのこれからの想定津波の考え方

１．河川津波対策の基本

* 施設計画上の津波に対応する施設

【参考】
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「施設計画上の津波」に対する河川津波対策【参考】

（１）施設計画上の津波に対する津波防御の考え方

津波防御の方式としては、堤防方式と津波水門方式を基本とするが、社会的な影響、経済性等を

総合的に検討した上で判断するものとし、他の手法等についても必要に応じて検討するものとする。

（２）施設計画上の津波外力の扱い

河川における水理現象から見て、津波は明らかに洪水や高潮とは異なる外力である。河川津波は堤

体への浸食作用に対して護岸の設置等の構造上必要な措置を講じることにより堤防の安全を確保す

べき外力とする。

（３）施設計画上の津波の設定

施設計画上の津波は、河口が位置する地域海岸の設計津波と同一の津波を基本として設定するもの

とする。

（４）施設計画上の津波水位

施設計画上の津波の河口からの遡上到達範囲を津波遡上区間として設定するものとする。また、津

波遡上区間においては、河川堤防の高さを定めるための水位として、施設計画上の津波水位を設定す

るものとする。

２．津波防御計画

河川への遡上津波対策に関する緊急提言 （H23.8.22）
河川津波対策について （通達 H23.9.2）
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「施設計画上の津波」に対する河川津波対策【参考】

（５）堤防の高さ
河川堤防の高さは、施設計画上の津波水位に必要と認められる高さを加えて設定するものと

する。
施設計画上の津波水位に加える高さは、次に挙げる事項を勘案して設定するものとする。

ア）隣接する海岸堤防の高さとの整合、及び湾曲部等で部分的に津波水位が高くなる箇所に
おける洪水対策又は高潮対策との整合

イ）堤防の高さと周辺のまちづくりとの関係や堤防の高さの河川環境への影響
ウ）微地形の影響等により生じる津波水位の変動要因
エ）津波の遡上に伴う漂流物の発生状況

（６）河道及び河川構造物
①河道の条件
施設計画上の津波水位を検討する際の河道は、将来の河川改修を見込んだ計画上の縦横

断形を基本として設定するものとする。河口砂州はないものとして検討を行うことを基本とする。
②堤防の構造
施設計画上の津波水位を考慮して、耐震対策を着実に実施するよう努めるものとする。

（７）「最大クラスの津波」への対応への配慮
河川における施設整備は、津波防災まちづくりにとっても重要な要素になる。
施設計画上の津波に対する河川堤防又は津波水門の計画にあたっては、津波防災まちづくり

における被害軽減や日常の生活環境等の観点についても必要に応じて留意するものとする。

２．津波防御計画

河川への遡上津波対策に関する緊急提言 （H23.8.22）
河川津波対策について （通達 H23.9.2）
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■名取市震災復興計画H23.10 ※抜粋

沿川自治体の復興計画（配慮事項）【参考】

■仙台市震災復興計画（案）H23.11.17会議資料 ※抜粋
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